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小山高専同窓会会則の変更	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	

第１章	 	 総	 則	

	

（名称）	

第１条	 本会は、小山工業高等専門学校同窓会（以下「本会」という）と称する。	

	

（本部）	

第２条	 本会の本部事務局を、小山工業高等専門学校内に置く（栃木県小山市大字中久喜７７１番

地）。	

	

（目的）	

第３条	 本会は、会員相互の交流をはかり、小山工業高等専門学校（以下「本校」という）の	

発展に協力すると共に、工業技術を生かし地域社会に貢献・寄与することを目的とする。	

	

（事業）	

第４条	 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。	

（１）	会員情報の管理。	

（２）	会員相互の親睦をはかるため、交流会の開催などを促進する。	

（３）ホームページ等による会員向け情報の発信。	

（４）その他本会の目的を達成するために必要な事項	。	

	

第２章	 	 会	 員	 	 	

	

（会員）	

第５条	 本会は、次の会員をもって組織する。	

（１）正会員	 	 本校の卒業生及び在籍した者。	

（２）準会員	 	 本校の在学生	

（３）特別会員	 本校に在籍する教職員及び過去に在籍した教職員で入会希望者。	

（４）賛助会員	 本会の趣旨に賛同する個人又は団体で、役員会の承認を得た者。	

	

第３章	 	 役	 員	 	

	

（役員）	

第６条	 本会に次の役員を置く。	

（１）会長	 	 	 	 １名	

（２）副会長	 	 	 若干名	

	 （３）理事	 	 	 	 若干名	

	 （４）会計	 	 	 	 １～２名	
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	 （５）監事	 	 	 	 １～２名	

	 （６）事務局長	 	 １名	

（７）顧問	 	 	 	 若干名		

	

（役員選出）	

第７条	 役員の選出方法は、次項による。	

（１）	会長は、理事の中より役員会において選出し総会で承認を得る。	 	

（２）	副会長は、会長が理事の中から指名し総会で報告する。	

（３）	理事は、正会員の中より役員会において選出し総会で報告する。	

（４）	会計は、正会員の中より役員会において選出し総会で報告する。	

（５）	監事は、正会員の中より役員会において選出し総会で報告する。	

（６）	事務局長は、理事の中より役員会において選出し総会で報告する。	

（７）顧問は、役員会において選出し総会で報告する。	

	

（役員の任期）	

第８条	 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。	

２	 役員は任期満了後でも、後継者が就任するまでは、その職務を行う。	

３	 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。	

	

（役員の職務）	

第９条	 役員の職務は次項による。	

（１）	会長は、本会を代表し、会務を総括する。	

（２）	副会長は、会長の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理

し、会長が欠員のときはその職務を代行する。	

（３）	理事は、会務を審議処理し、本会の事業運営にあたる。	

（４）	会計は、本会の会計事務をつかさどる。	

（５）	監事は、会務及び会計を監査して、役員会及び総会に報告する。	

（６）	事務局長は、本会の円滑な運営の為に会務を援け、事務局を統括する。	

（７）	顧問は、会務に関する重要事項について助言する。	

	

第４章	 	 会	 務	

	

（機関）	

第１０条	 本会に下記の機関を置く。	

（１）	総会	

（２）	役員会	

（３）	事務局	
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（総会）	

第１１条	 総会は次項による。	

（１）	総会は、本会の最高議決機関と位置づけ、定時総会及び臨時総会とする。	

（２）	定時総会は、正会員をもって構成し、毎年一回１１月に会長が招集し開催する。	

（３）	臨時総会は、会長が必要と認めた時、会長が招集し開催する。	

（４）	総会では、収支報告、事業報告、会則の改訂その他重要事項を審議する。	

（５）	総会の議決は、出席正会員の過半数の同意を必要とする。	

	

（役員会）	

第１２条	 役員会は次項による。	

（１）	役員会は、会長、副会長、理事及び会計をもって構成する。	

（２）	役員会は、毎年二回会長が招集し開催する。また必要に応じて臨時に開催できる。	

（３）	役員会は、前条（４）項に定める事項を審議する。	

（４）	役員会の定足数は、総役員の半数とする。	

（５）	役員会の議決は、出席役員の過半数の同意を必要とする。	

（６）	監事及び顧問は、役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わらない。	

（７）	役員会議案を専従に審議するために、役員会に部会を置くことができる。	

（８）	部会に関する必要な事項は、細則に定める。	

	

（事務局）	

第１３条	 事務局は次項による。	

（１）本会の本部に事務局を置き、会務の事務を処理する。		

（２）事務局は事務局長及び事務局職員を置くことが出来る。	

	

第５章	 	 会	 計	

	

（経費）	

第１４条	 本会の通常経費は、会費、寄付金及びその他の収入による。		

	

（会費等）	

第１５条	 本会の会費は次項による。	

（１）	本会の会費は、終身会費として５，０００円を入学時に納入する。	

（２）	特別会員及び賛助会員から会費は徴収しない。	

（３）	特別な事業を行う場合は、役員会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。	

（４）	（１）項の金額を変更する場合は、役員会の議決を経なければならない。	

（５）	本会の会計の決算は、監事の監査を受けなければならない。	

	

（会計年度）	

第１６条	 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。		
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第６章	 	 雑	 則	

	

第１７条	 本会の施行に関する細則は、役員会が別に定める。	

	

第１８条	 本会は、会員の要望に基づき、役員会の承認を得て、支部を置くことができる。	

	

附	 則	 	 	

１．本会則は、昭和４５年	 ４月	 １日から施行する。	

２．本会則の一部改訂は平成３０（２０１８）年１１月	 ３日から施行する。	

	

	

	

	

	

	

同窓会の運営に関する細則	

	

１．	部会について	

会長の発議により役員会の決議をもって、下記の部会を設置し運営する。	

（１）学科部会	

・学科部会は、機械部会・電気電子部会・化学部会・建築部会の４部会で構成される。	

・役員会において、理事の中から学科部会長を１名選出する。	

・学科部会長は役員会で協議し、学年幹事として約５学年毎に１名を選出する。	

・学科部会長は学年幹事と協力して、本会員の情報収集に努める。	

	

附	 則	

１．本細則は、平成３０（２０１８）年１１月	 ３日から施行する。	

２．本会の会費について、現在の全学生は卒業時に３，０００円を納入する。	

	


